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令和４年度の瀬戸内市の取組方針

１
防災部局と福祉部局の認識統一

◆「瀬戸内市災害時における要配慮者の避難に関する計画」

の改定

◆防災・福祉担当者会議の継続開催

２
本人または家族による個別避難計画作成

◆同意確認書の発送に同封

◆令和５年度の取組検討に活用

３
福祉専門職等との連携体制構築

◆ケアマネジャー、相談支援専門員、市社会福祉協議会との

連携推進（同意確認書の提出、計画作成への協力）

◆関係者交流会の開催



防災部局と福祉部局の認識統一

◆①平成２７年度に第１期計画を策定して以降、改定ができて

いなかったこと、②個別避難計画に関する規定がなかった

こと、の2点から全面改定することとした。

◆同意確認書の見直し、個別避難計画様式の規定。

◆併せて、福祉避難所との連携に関する事項や要配慮者利用

施設の避難確保計画に関する事項についても規定。

①「瀬戸内市災害時における要配慮者の支援に関する計画」の改定

◆「防災・福祉の両輪で取り組んでいくもの」という認識共有。

→スキームづくりや各種団体との調整等について相談できた。

→各種会議での協力依頼・意見交換が円滑にできた。

②防災・福祉担当者会議の継続開催
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本人または家族による個別避難計画作成

◆例年１２月上旬に予定している避難行動要支援者名簿の

情報提供に関する同意確認書の発送にあわせて、個別

避難計画の様式を同封し、「本人または家族による個別

避難計画作成」を呼びかけ。

→ 同居の家族がいる対象者など、比較的取り掛かりやすい

対象者の計画作成から着手。

同意確認書・個別避難計画様式を発送

２

◆８割以上の対象者から提出あり。

（ただし、内容についてもバラツキあり）

◆提出のあった個別避難計画の内容から、居住実態や

社会的孤立の状況が把握できた。

→令和５年度以降の取組の優先順位付けの参考に。



福祉専門職等との連携体制構築

【2022】

5.26 高齢者等の避難に関する検討会議①

7.21 高齢者等の避難に関する検討会議②

8 「瀬戸内市災害時における要配慮者の支援に関する計画」 改定

8.30 防災・福祉担当者会議①

9.7 相談支援連絡会との意見交換①

9.8 市社会福祉協議会との意見交換①

9.28 ケアマネ協会瀬戸内支部との意見交換①

10.4 市地域自立支援協議会との意見交換

10.18 防災・福祉担当者会議②

10.27 ブランチ会議（地域包括支援センター）との意見交換

11.24 保健師との意見交換

11.25 相談支援連絡会との意見交換②

11.28 トータルサポートセンターとの意見交換

12.22 市社会福祉協議会との意見交換②

【2023】

1.12 民生委員児童委員長船地区部会長との意見交換

1.13 民生委員児童委員邑久地区部会長との意見交換

ケアマネ協会瀬戸内支部との意見交換②

11.22 ケアマネ協会瀬戸内支部会員への協力依頼文発送

12 避難行動要支援者へ同意確認書・個別避難計画様式発送

民生委員児童委員牛窓地区部会長との意見交換

1.31 防災・福祉担当者会議③

2.7 災害時要配慮者避難支援等関係者交流会

「福祉・防災☆ナイト」開催

2.8 市社会福祉協議会との意見交換③

2.17 トータルサポートセンターとの意見交換②

3.10 高齢者等の避難に関する検討会議③

防災・福祉担当者会議④

3.23 民生委員児童委員牛窓地区部会へ名簿・個別避難計画説明

3.28 民生委員児童委員長船地区部会へ名簿・個別避難計画説明

4.6 民生委員児童委員邑久地区部会へ名簿・個別避難計画説明

4.7 個別避難計画作成に係る関係者会議

（避難行動要支援者連絡会議(仮称)）

4.17 ケアマネ協会瀬戸内支部との意見交換③
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◆目的

⑴災害時の要配慮者支援に関わる者の顔の見える関係をつくる

⑵関係者それぞれの課題を共有し、今後、市全体で連携しながら進めていくべき事項を

整理する

◆日時

令和５年２月７日（火） １８：３０～２０：００

◆参集範囲

ケアマネジャー、相談支援専門員、市社会福祉協議会、民生委員児童委員、行政

◆スケジュール

１８：３０ 趣旨説明・アイスブレイク

１８：４５ グループで意見交流

１９：４５ グループ発表

２０：００ 閉会

「福祉・防災☆ナイト」（災害時要配慮者避難支援等関係者交流会）

福祉専門職等との連携体制構築３



要配慮者の防災対策について、気になっていること・
疑問に思っていること・課題に思っていること

交流会
テーマ

福祉専門職等との連携体制構築３



福祉専門職等との連携体制構築３



令和５年度の取組予定

２
福祉専門職との業務委託契約

自主防災活動への支援

▶ケアマネジャーや相談支援専門員等が所属する事業所等と業務委託契約を結ぶ。

▶委託料は最大７，０００円/件。

▶自主防災活動として個別避難計画作成に取り組む自主防災組織に補助金を交付。

▶補助金額は３，０００円/件。３

説明会・研修会の開催

▶４/２１～２８：行政委員・民生委員向け説明会

▶５/１１：ケアマネ協会瀬戸内市部との意見交換、５/１４：防災リーダー向け説明会

▶ (仮) ６月末～：福祉事業所向け説明会・計画作成者(福祉専門職等)向け研修会
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まとめ

✓ 個別避難計画作成は、できることから

✓ 個別避難計画作成は、単なる「手段」

▶最初からしっかりとした取組フローづくりや優先順位付けを

しようとしすぎても苦しい。

▶「正解」はない。やってみて、リアクションがあったらまた考える。

▶「顔の見える関係づくり」、「自分たちの地域は自分たちで守る」、

「ひとりも取り残さない防災」、「支え合いの地域づくり」、

「見守りネットワーク」、「地域共生社会」、 etc...。

▶個別避難計画作成の取り組みを、上手く使いましょう。


